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6.1.3 土壌環境 

(1) 地形・地質 

ア 地形・地質の状況 

（ア）地形 

概況調査地域の地形は、図 6.3.1－1 に示すとおり、仙台湾西縁にみられる海岸

線に沿う沖積平野海岸に浜堤がみられ、平野の低地には、後背湿地が分布してい

る。 

また、これを囲むように自然堤防が分布し、その西側に扇状地及び崖錐や段丘

平坦面が分布する形になっており、平地部地形に分類され、西から東に傾斜して

いる。 

事業予定地は、後背湿地に位置し、標高は約 2ｍでほぼ平坦な地形となってい

る。 

 

（イ）地質 

概況調査地域の表層地質の大部分は、図 6.3.1－2 に示すとおり、氾濫堆積物の

砂・礫・泥で覆われているが、河川の現河床には礫・砂が、両岸には自然堤防の

砂・礫が分布している。 

また、汀線に沿っては現砂丘とこれに平行して並ぶ浜堤帯が分布し、ともに中

粒砂と最近の海底砂である細粒砂とからなっている。 

事業予定地は、砂及び粘土の分布地となっている。 
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図 6.1.3－1 地形分類図 
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前ページ 凡例 
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図 6.1.3－2 表層地質図 
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表層地質図凡例 
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表層地質図凡例 
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イ 注目すべき地形・地質の状況 

概況調査地域における注目すべき地形・地質の状況は、表 6.1.3－1 及び図 6.1.3

－3 に示すとおりである。 

事業予定地には、注目すべき地形・地質は存在しない。 

 

表 6.1.3－1 注目すべき地形・地質 

No 件  名 選定理由 保全の状況 

1 大沼、赤沼、南長沼 仙台平野の原景観を残す湖 － 

2 井土浦・名取川河口・

七北田川河口など 

潟湖・河口干潟・砂浜海岸の典型例、

かつ動植物の重要な生育地 

仙台湾海浜県自然環境保全

地域 

※上表の注目すべき地形･地質は、東北地方太平洋沖地震による浸水の影響がみられる 

出典：平成 15 年度自然環境に関する基礎調査業務報告書 平成 16 年 2 月 仙台市 

 

ウ 災害履歴 

概況調査地域における近年の災害としては、平成 6 年 9 月の大雨による浸水被害

があり、仙台東部道路東側の一帯、仙台東部道路の西側で霞目飛行場の東側一帯の

広い地域が浸水した。 

事業予定地における近年の災害としては、昭和 53 年の宮城県沖地震による地盤の

液状化、昭和 61 年の台風 10 号、平成 6 年の大雨による浸水被害を受けている。ま

た、平成 23 年 3 月 11 日には、東北地方太平洋沖地震が発生し、東部沿岸地域を中

心に甚大な被害をこうむっている。事業予定地及び周辺の状況については、1.4 東

日本大震災の影響に示すとおりである。（P1-4～1-15） 

 

エ 大規模な造成を要する斜面地等（30 度以上の急斜面、谷密度が高い場所） 

概況調査地域における傾斜区分は、図 6.1.3－4 に示すとおり、西側の一部を除き、

概ね 3 度未満であり、30 度以上の急斜面は存在しない。 

事業予定地の傾斜区分も 3 度未満である。 
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図 6.1.3－3 注目すべき地形・地質位置図 
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図 6.1.3－4 傾斜量区分図 



 6-65

オ 災害の危険箇所 

概況調査地域には、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり防止区域、砂防指定地、崩

壊危険箇所、地すべり危険箇所、土石流危険箇所、崩壊地、地すべり地形は存在し

ないが、北西部（宮城野区宮城野原～東仙台四丁目）に活断層がみられる。活断層

の位置は、図 6.1.3－5 に示すとおりである。 

事業予定地は、沖積低地の後背湿地が分布していることから、軟弱地盤層が広く

分布していると考えられる。 

なお、防災上の注目域は、表 6.1.3－2 のように示されている。 

 

表 6.1.3－2 防災上の注目域 

項  目 分布及び特性 

急傾斜地崩壊危険区域 

（急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律） 

崩壊のおそれのある急傾斜地（傾斜度 30°以上の土地）であって居

住者等に危害が生ずるおそれのあるもの及び隣接地で崩壊を助長・

誘発するおそれのあるものを指定。 

工作物等の設置、切土・盛土、木竹の伐採、土石の採取、水の浸透

水を助長する行為等は許可を要する。 

地すべり防止区域 

（地すべり等防止法） 

地すべりしている区域又は地すべりするおそれの極めて大きい区域

及び隣接地で地すべりを助長・誘発するおそれのあるものを指定。

工作物等の設置、切土・盛土、木竹の伐採、土石の採取、地表水の

浸透水を助長する行為等は許可を要する。 

砂防指定地 

（砂防法） 

土砂等の生産、流送若しくは堆積により渓流、河川、若しくはその

流域に著しい被害を及ぼす区域を指定。 

工作物の設置、切土・盛土、木竹等の伐採、土石の採取等は禁止又

は許可を要する。 

崩壊危険箇所 崩壊により被害を生じる可能性のある箇所。 

地すべり危険箇所 地すべりにより被害を生じる可能性のある箇所。 

土石流危険箇所 土石流により被害を生じる可能性のある箇所。 

崩壊地 
かつて崩壊したところ。これが密度高く分布するところは、崩壊を

生じやすい可能性がある。 

活断層 

（変位地形が明瞭な活断層） 

（変位地形が不明瞭な活断層） 

活断層とは、最近の地質時代（第四紀あるいは第四紀後期）に繰り

返し活動し、かつ将来も活動する可能性が大きいと考えられる断層

をいう。活断層はいわゆる内陸直下型地震の震源となるという点で、

近年注目をあびている。 

仙台市内には、長町－利府線、大年寺山断層、鹿落坂断層、愛子断

層、坪沼断層、作並－屋敷平断層の活断層が存在する。これらの周

囲 200～300ｍ程度の範囲では、これらの活断層を震源とする地震が

発生した場合、被害が特に大きくなる可能性がある・ 

軟弱層の厚さ 

軟弱層とは、泥炭や有機質土、未固結の粘土・シルトから成る。含

水比の高い圧縮性のあに富む地耐力の小さい土層をいう。沖積低地

の主に後背湿地に分布する。 

軟弱層の暑さは、地震の揺れの強さと相関があることが宮城県沖地

震の被害状況等から知られている。また、一般に軟弱層は、荷重や

水抜き等により収縮現象が起こりやすく、地盤沈下を引き起こすた

め、土地利用にあたって十分な対策が必要である。 

出典：平成６年度自然環境基礎調査報告書 平成 7 年 3 月 仙台市 
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図 6.1.3－5 活断層位置図 
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カ 災害等により影響を受ける施設等の状況 

事業予定地周辺には、災害の危険箇所の指定はないが、過去に被害のあった浸水

被害や地震による地盤の液状化が想定され、これらの災害等により影響を受ける施

設は事業予定地及びその周辺の農地、住宅、道路等が考えられる。 

 

キ 地形・地質保全上の留意点 

事業予定地は、ほぼ平坦な地形で、災害の危険箇所も存在しないが、表層地質は

沖積層の砂及び粘土の分布地となっており、軟弱地盤層の分布も想定される。 

このため、地質調査により地層構成や地盤の強度を把握するなど、地形改変の範

囲及び施工方法、構造物の配置及び規模等について留意する。 

  

 

(2) 地盤沈下 

ア 地盤沈下の状況 

概況調査地域の地盤沈下の状況は、図 6.1.3－6 の昭和 49 年から平成 20 年までの

累積変動量に示すとおり、北西部を除き、全域にわたり地盤沈下がみられる。 

事業予定地は、昭和 49 年から平成 20 年までの間に、6 ㎝から 10 ㎝の地盤沈下が

あった地域に属する。 

また、概況調査地域では、宮城県公害防止条例及び工業用水法において地下水の

揚水が制限されており、事業予定地もこれに属している。地下水採取規制地域の位

置は、図 6.1.3－6 に示すとおりである。 

 

イ 地盤沈下の原因 

地盤沈下の主な原因としては、軟弱な粘土層が分布している地域等において、大

量の地下水を取水する場合や建物、工作物の建設等に伴う地盤の圧密などが挙げら

れる。 

事業予定地周辺における地盤沈下については、日の出町や扇町等の工場が立ち並

ぶ場所での工業用水の取水が大きな地盤沈下を招いたため、現在では前述のとおり、

地下水の揚水が制限されている。 

 

ウ 影響を受ける施設等の状況等 

事業予定地は、軟弱な粘土層の分布が想定されるため、土地の形状の変更等によ

り、地盤の圧密沈下による影響が考えられる。 

この場合、影響を受ける施設等は、事業予定地に隣接する農地、住宅、道路等が

考えられる。 

 

エ 地盤沈下防止上の留意点 

事業予定地は、軟弱な粘土層の分布が想定されるため、掘削や盛土工事を行う箇所

では、地盤の変形による沈下や地下水位の変化による沈下の影響が生ずることのな

いよう、必要に応じた対策を行うなど地盤沈下の防止に留意する。 
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図 4.1.3-7 地盤沈下量図 

図 4.1.3-  地下水採取規制地域図 

一緒の図面にする 

 

 

 

図 6.1.3－6 

 



 6-69

(3) 土壌汚染 

ア 土壌汚染の状況 

概況調査地域における土壌のダイオキシン類の測定結果は、表 6.1.3－3 に示すと

おりである。概況調査地域では平成 18 年度～平成 22 年度にかけて計 13 地点で調査

を実施されており、測定結果は、すべての地点で環境基準を満足していた。 

また、概況調査地域では、土壌汚染に係る苦情の発生はない。 

 

表 6.1.3－3 土壌汚染測定結果（ダイオキシン類）（平成 18 年度～平成 22 年度） 

No. 調査年月日 地点所在地 調査地点名称 
測定結果 

(pg-TEQ/g) 

環境基準 

(pg-TEQ/g)

1 宮城野区東九番丁 榴岡小学校 0.054 

2 宮城野田子 田子中学校 0.040 

3 若林区沖野 沖野東小学校 0.032 

4 太白区袋原 原前南公園 1.5 

5 太白区四郎丸 渡道北公園 0.065 

6 

平成 18 年 12 月 7 日、8 日 

太白区中田町 後河原 2 号公園 1.7 

7 平成 19 年 10 月 24 日、25 日 若林区古城 古城小学校 0.095 

8 宮城野区蒲生 港南東公園 0.44 

9 
平成 20 年 11 月 18 日、19 日 

太白区郡山 穴田東公園 0.85 

10 太白区郡山 郡山八丁目南公園 0.90 

11 
平成 21 年 10 月 27 日、28 日 

太白区飯田 広瀬川飯田公園 0.021 

12 宮城野区栄 中野栄小学校 0.49 

13 
平成 22 年 12 月 9 日 

若林区荒井 七郷小学校 0.015 

1,000 

出典：公害関係資料集 平成 19 年度～平成 23 年度（平成 18～22 年度測定結果）仙台市環境局 

 

 

イ 発生源の状況 

重点調査範囲において、土壌汚染対策法で規定する有害物質使用施設保有事業場

は、表 6.1.3－4 のとおり 17 件あるが、事業予定地に最も近い施設でも事業予定地

より約 1.2km 離れている。また、図 6.1.3－7 に示すとおり、事業予定地と同じ名取

川流域に位置する有害物質使用特定施設は 5 つ存在する。 

事業予定地には、有害物質使用特定施設保有事業場の立地は、確認されていない。 

 

表 6.1.3－4 土壌汚染対策法による有害物質使用特定施設保有事業場 

事業場名称 事業場の位置 河川の流域 

株式会社ＤＮＰ東北 宮城野区苦竹三丁目 七北田川流域 

独立行政法人産業技術総合研究所東北センター 宮城野区苦竹四丁目 七北田川流域 

有限会社シーシーシーサポート 宮城野区扇町六丁目 七北田川流域 

本田精機株式会社 宮城野区扇町四丁目 七北田川流域 

社団法人宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センター 宮城野区日の出町二丁目 七北田川流域 

株式会社藤野硝子 若林区かすみ町 名取川流域 

株式会社日本環境衛生研究所 若林区卸町一丁目 七北田川流域 

株式会社サトーサービス 若林区卸町一丁目 七北田川流域 

仙台市衛生研究所 若林区卸町東二丁目 七北田川流域 

株式会社オートランドリ―タカノ 若林区鶴代町 七北田川流域 

白山工芸塗装有限会社 若林区六丁の目元町 名取川流域 

上坂メッキ工業株式会社 本社工場 若林区六丁の目元町 名取川流域 

上坂メッキ工業株式会社 第二工場 若林区六丁の目元町 七北田川流域 

株式会社イネツ仙台 若林区六丁の目元町 七北田川流域 

中光印刷株式会社 仙台支局 若林区六丁の目東町 七北田川流域 

白木屋クリーニング 太白区郡山三丁目 名取川流域 

ＮＥＣトーキン株式会社仙台事業所 太白区郡山六丁目 名取川流域 

※上表特定施設保有事業場は、東北地方太平洋沖地震による浸水の影響はみられない 

出典：仙台市への公文書開示請求結果（平成 23 年 3 月 31 日現在） 

注）上記事業場は水質汚濁防止法及び下水道法の届出内容から把握しているものである。 
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図 6.1.3－7 土壌汚染対策法による有害物質使用特定施設保有事業場 
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ウ 土地利用の履歴 

概況調査地域において、過去の土地利用履歴をみると、1964 年（昭和 39 年）当

時は、名取川左岸の現国道 4 号バイパス付近は、霞目飛行場や既存集落程度の土地

利用が行われている他は、ほとんどが農地となっている（図 6.1.3－8 参照）。 

これらの地域は昭和 40 年代後半より土地区画整理事業や開発行為により住宅地開

発が進展している。 

事業予定地は、現在事業所が 1 件、住宅が 2 件とドックランの施設が存在するが、

従前の土地利用は水田となっている。 

また、盛土材の搬入元として想定している利府町森郷字内ノ目北地内の土取場は、

従前は林地となっている。 

 

エ 影響を受ける施設等の状況等 

土壌汚染により影響を受ける施設は、事業予定地周辺の井戸（図 6.2.3－2、p.6－

135 参照）などの施設や農地が考えられる。 

 

オ 土壌汚染防止上の留意点 

事業予定地には、現時点では土壌汚染が問題化したような地歴のある箇所は見当

たらない。今後、地形図、住宅地図、土地登記簿などの文献調査や周辺地域の聞き

取り調査により土壌汚染が明らかになった場合には、土壌汚染対策法に沿った適切

な対応に留意する。 

搬入土は、良質土（砂質土又は岩ズリ）とし、土壌汚染調査で環境基準を満足し

ている旨の検査証明書を提出することを施工業者に義務づけさせるとともに、事業

者は搬入土の受入検査を実施し、土壌汚染のない土の搬入に留意する。 
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図 6.1.3－8 土地利用履歴図面 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


